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近年、特定の民族や国籍の人々を排斥

する差別的言動いわゆる「ヘイトスピー

チ」が社会的な問題となっています。こ

うした言動は、人々に不安感や嫌悪感を

与えるだけでなく、人としての尊厳を傷

つけたり、差別意識を生じさせることに

なりかねず、許されるものではありませ

ん。 

 こうした中、平成28年6月3日に、「本

邦外出身者に対する不当な差別的言動の

解消に向けた取組の推進に関する法律／

成28年法律第68号（ヘイトスピーチ対策

法）」が公布・施行されました。 

この法律では、「本邦外出身者に対す

る不当な差別的言動」の定義を定め、こ

のような不当な差別的言動は許されない

ことを宣言するとともに、国民はこうし

た差別的言動の解消の必要性に対する理

解を深めるよう努めることを基本理念に

しています。また、国及び地方公共団体

の責務を明らかにし、不当な差別的言動

の解消に向けて、相談体制の整備や教

育、啓発活動等を推進することを目的と

しています。  

 

ヘイトスピーチとは 
ヘイトスピーチに明確な定義はありませんが、最近、デモやインターネット上

で、特定の国の出身の人々を、その出身であることのみを理由に一方的に我が国

の社会から追い出そうとしたり、特定の国の出身の人々に一方的に危害を加えよ

うとしたりする内容の言動が見られ、このような言動が一般にヘイトスピーチと

言われています。 

 


